
高齢者の世帯形態の将来推計  

（万世帯）  

2005年   2010年  2015年   2020年  2025年   

一般世帯  4，904万世帯   5，014   5，048   5，027   4，964  

世帯主が65歳以上  
1，338万世帯   1，541   1，762   1，847   1，843  

単独   386万世帯   471   566   635   680  

（比率）   28．9％   30．6％   32．2％   34．4％   36．9％  

夫婦のみ   470万世帯   542   614   631   609  

（比率）   35．1％   35．2％   34．8％   34．2％   33．1％   

（注）比率は、世帯主が65歳以上の世帯に占める割合  

出典：国立社会保障・人口問題研究所唱本の世帯数の将来推計一平成15年10月推計－」  
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今後急速に高齢化が進む都市部  
○今後急速に高齢化が進むのは、蔓都圏蜜蜂拉め藍賓亀〔塑西部」n  

などが大きな課題となる。  都市部においては、   

都道府県別の高齢者（65歳以上）し人口の推移  

2005年時点の  2015年時点の  
増加数   増加率   

高齢者人口（万人）  高齢者人口（万人）  
順位   

埼玉県   116   179   63   ＋55％   

千葉県   106   160   53   ＋50％   2   

神奈川県   149   218   70   ＋47％   3   

愛知県   125   177   52   ＋42％   4   

大阪府   165   232   68   ＋41％   5   

（東京都）   233   316   83   ＋36％   （7）   

岩手県   34   39   5   ＋15％   43   

島根県   20   22   2   ＋11％   44   

秋田県   31   34   4   ＋11％   45   

山形県   31   34   3   ＋10％   46   

鹿児島県   44   48   4   ＋10   47   

全国   2，576   3，378   802   ＋31％  

「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計）について」（国立社会保障・人口問題研究所）  17   



65歳以上人口に占める認定者数、各国の  
介護施設・ケア付き高齢者住宅の割合  

16．1％  

17．2％  

15．1％  

12．3％  
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‾ ‾‾‾‾‾‾L  

平成17年介護保険制度改革の基本的な視点と主な内容  

○明る＜活力ある超高齢社会の構築   0制度の持続可能性   0社会保障の総合化  

・独居高齢者や  

認知症高齢者の  

増加  

・在宅支援の強化  

・医療と介護との  

連携   

・軽度者の大幅な  

増加  

・軽度者に対する  

サービスが状態  

の改善につなが   

っていない  

予防重視型  

システムヘ   

の転換  

サービスの  

質の確保・   

向上  

負担の在り方  

・制度運営の   

見直し  

施設給付 

の見直し  
サービス  

体系の確立   

感鵡獅 芦r  

○地域密着型   

サービスの創設  

○地域包括支援   

センターの創設  

○居住系サービス   

の充実  

○居住費用・食費   

の見直し  

○低所得者に   

対する配慮  

○介護サービス   

情報の公表  

○ケアマネジメン   

トの見直し  

○新予防給付の   
創設  

○地域支援事業の   

創設  

○第1号保険料   
の見直し  

○保険者機能の   

強化  
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介護給付  
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E罫  

地域包括ケア体制の整備  

地域包括ケアの考え方  

○高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を   

態の変化に応じて、   継続するため、高齢者のニーズや状   

切れ目なく必要なサービスが提供される体制を整備する。  

地域包括支援センターの役割  

○高齢者の生活を支える役割を果たす総合機関として  

「地域包括支援センター」を設置  

O「地域包括ケア」や「予防重視型システム」を支える中核的な機関  
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地域包括支援センター（地域包括ケアシステム）のイメージ  

被保険者  ■■                                          ■′                                    ■■■  

J■  ′■  
′′  

′■  ′  

′  ■′  ′  
／  ′  

′  

包括的・継続的ケアマネジメント  

支援事業   

多面的（制度横断的）支援の展開  

行政機関、保健所、医療機関、児童相談  
所など必要なサービスにつなぐ  

総合相談・支援事業   

虐待防止・早期発見、権利擁護  ボランティア  介護サービス   虐待防止  

成年後見制度  ヘルスサービス  医療サービス  

・日常的個別指導・相談   

・支援国難事例等への指導一助言   

・地域でのケアマネジャーのネット  

ワークの構築  

多職種協働・連携の実現支援  

民生委員  長
期
継
続
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 
 

地域権利擁護  介護相談員  

、－－－ 一一一一   
－－一一－－・■－■＝‥一一一一一   

介護予防ケアマネジメント事業  
新
予
防
給
付
・
介
護
予
防
事
業
 
 
 

・アセスメントの実施   

1  

・プランの策定   

1  

・事業者による事業実施   

1  

・再アセスメント  

チームアプローチ  保健師等  

、、主治医 ケアマネジャー  
ヽ  ヽ  

、  

ヽ  
ヽ                           、  

、  

、  

居宅介護支援   

事業所  
■■  主治医  

一＿一一一一 一一一一一  

＿＿＿＿  ＿＿＿JJ．林確保安援‾‾  

ヲ市区町村ごとlこ設置   

（市区町村が事務局）  
＿ － ■ ■ 一 ■■l■l■ ■ ■ll■・■ ■ 一 ■ ■－ ●■■ ■ 一 ■ ■－ ■■ ■ ‾ ■11  

1  

：包括的支援事業の円滑な実施、：   
■センターの中立性・公正性の確：  

保の観点から、地域の実情を：  
二一－．踏まえ、選定0  

L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿l  22   



地域密着型サービスの創設  

●●●‾  

デ2：地域単位で漣正な  
▲市¢住民のみ痴●●●●◆、  
利用可罷  サービス基盤整備  

市町村（それをさらに細かく  

分けた圏域）単位で必要整  

備量を定めることで、地域の  
ニーズに応じたバランスの  

取れた整備を促進  

○指定権限を市町村に移譲  

○その市町村の住民のみが   

サービス利用可能（A市の   

同意を得た上で他の市町   

村が指定すれば、他の市   
町村の住民が利用すること   

も可能 ●●●●●● ●●●●  

●－－－＝＝＝＝＝＝＝■＝＝…＝＝＝＝＝＝＝…＝＝……‥－■●●  

：公平・公正轟明な仕組み   

指定（拒否）、指定基準、報酬設定には、  

地域住民、高齢者、経営者、保健，医療・福  

祉関係者等が関与  
■■■＝＝＝＝＝＝＝＝＝■●■■■■■■●■■■■■■●■＝■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■■■■■■■■＝＝＝＝■■■  

3：地域の乗惰に応じた   

措定基準、介凛犠酬   
の設麿  

●■■■■■■■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■＝＝＝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＝●■■●■■l  

域密着型サービス事業所  

●●◆●  
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小規模多機能型居宅介護の概要  

基本的な考え方：「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を  
組み合わせてサービスを提供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援する。  

小規模多機能型居宅介護事業所  併設事業所で  

「居住」  

利用者の自宅   

を可能に 可能に。  ず、柔軟な業務遂行   ○人員配置は固定にせ  

○どのサービスを利用しても、なじみの職員によるサービスが受けられる。  

や希望により、「訪問」  
「訪問」   ＋  （併設）  

「居住」  

○グループホーム  

○小規模な介護専用型の特   

定施設  

○小規模介護老人福祉施設  

（サテライト特養等）  

○有床診療所による介護療   

養型医療施設 等  
地域に開かれた透明な運営  

サービス水準■職員の資質の確保   《人員配置》  《利用者》   

01事業所の登録定員は25名   
以下  

O「通い」の利用定員は登録定  
員の2分の1～15名の範囲内  

O「泊まり」の利用定員は通いの   

利用定員の3分の1～9名の   

範国内とし、「通い」の利用者   

に限定  

○介護・看護職員   

日中：通いの利用者  

3人に1人  

＋訪問対応1人   

夜間：泊まりと訪問対  

応で2人（1人  

は宿直可）  

○介護支援専門員1人  

○小規模多機能型居宅介   

護と連続的、一休的な   

サービス提供  

○職員の兼務を可能に。  

○通いの利用者1人   

当たり3ポ以上  

○泊まりは4．5畳程   
度でプライバシーが   

確保できるしつらえ  

管理者等の研修  

外部評価・情報開示  
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夜間対応型訪問介護のイメージ  

基本的な考え方：在宅にいる場合も、夜間を含め24時間安心して生活できる体制の整備が必要  
→定期巡回と通報による随時対応を合わせた「夜間対応型訪問介護」を創設  
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＿、＿……－ 企護支援ボランティア暴動¢姓進に？いて  ＿ 

○ 市町村の裁量により、地域支援事業交付金を活用して、介護支援ボランティ  
ア活動の実績に応じてポイントを交付し、実質的な保険料負担軽減等が可能。  

○ 高齢者が活動を通じて社会参加・地域貢献を行うとともに、自らの健康増進  

も図ることを支援。  

【実施スキームの一例】  【市区町村の事業実施（予定）状況】  

平成19年   

9月～ 稲城市  

12月～ 千代田区  

平成20年   

4月～ 世田谷区、品川区、  
足立区   

7月～ 八王子市  

10月～ 豊島区、清瀬市  

※ 上記の場合、結果的にボランティアの保険料負担が軽減されることとなるが、  

保険料賦課自体を減額又は免除するものではない。  26   



介護保険法及び老人福祉法の一書を□正する法‘の概□   

介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等の業務管理体制整備  
の義務付け、事業者の本部等に対する立入検査権の創設、不正事業者による処分逃れ対策など、所要の改正を行う。  

（指定・更新時） →（廃止時のサービス確保）  （監査指導時）  →（監査中の事業廃止等）→  （業務中の管理体制）→  

不正事業者による  

処分逃れ  

○監査中の廃止届により   
処分ができない  

○同一法人グループへの   

譲渡に制限がない  

「一律」連座制の問題  

○組織的な不正行為の有無   

に関わらず一律連座  

○一自治体の指定取消が、   
他の自治体の指定権限を   

過度に制限  

指定・更新  

の欠格事由  

の見直し  

○事業所の廃止届を事   
○事業廃止時のサービ   

ス確保に係る事業者   

の義務を明確化   

○事業者がサービス確   

保の義務を果たして   

いない場合を、勧告  

○いわゆる連座制の仕   

組みは維持し、杢重＿  
○不正行為への組織的   

な関与が疑われる場   

合は、国、都道府県、   
市町村の事業者の本   

部への立入検査権 を   

創設   

○業務管理体制に問題   

がある場合は、国、   

都道府県、市町村に   
よる事業者に対する   

是正勧告・命令権を   

創設  

○新たに事業者単位の   

規制として法令遵守   

の義務の履行が確保   

されるよう、業務管   

旦剋へ。また、立入   
検査中に廃止届を出   

した場合を指定・更   

新の欠格事由に追加   

等   

○指定取消を受けた事   

業者が密接な関係に   

ある者に事業移行す   

る場合について、指   

定・更新の欠格事由   

に追加  

皇の有無を確認し、  

の可否を判断  付け等   

○事業者の規模に応じ   

た義務とする  

○広域的な事業者の場   

合は、国、都道府県、   
市町村が 十分な情報  ○  

命令の事由に追加  

施行期日：公布の日から一年以内の政令で定める日  27   




